
 
 

大牟田市市有財産売払い（常時公募） 

のご案内 

～ 市有地を購入しませんか ～ 

 

【申込期間】 

令和７年３月４日 ～ 令和８年１１月２５日 

        
 

 

令和７年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田市 

企画総務部 公共施設マネジメント推進課 

（市役所本庁舎４階） 
〒８３６－８６６６ 

福岡県大牟田市有明町２丁目３番地 

電話番号０９４４（４１）２５５７（直通） 

大牟田市公式ホームページ 

 https://www.city.omuta.lg.jp/ 
  トップページ＞市政＞公売情報 
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「ジャー坊」 
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１ 

 

 

 

 

申     込 

（ 先 着 順 ） 
（２～４ページ参照） 

 

常時公募申込書等の必要書類を提出してください。 

申込期間：令和７年３月４日（火） 

        ～令和８年１１月２５日（水） 

       （土・日曜日及び祝日等の市の休日は除く） 

     午前８時３０分～午後５時１５分 

申込場所：大牟田市 公共施設マネジメント推進課 

     （市役所本庁舎４階） 

※申込みにあたっては、必ず現地及び諸規制等を確認してください。 

 ↓ 
  

審     査  
申込者が申込資格を有し、見積り金額が予定価格以上であるかを審査

します。 

 ↓３週間程度 
  

契約者の決定 
（２～４ページ参照） 

 
審査をもとに契約の相手方として決定します。 

 ↓７日以内 
  

売買契約の締結 

（４、５ページ参照） 
 

契約者として決定した日の翌日から起算して７日以内（土・日曜日及

び祝日等は除きます。）に売買契約を締結していただきます。 

契約締結の時までに売買代金の１００分の１０以上の契約保証金が

必要になります。（ただし、契約締結時に売買代金を一括で納付され

る場合は、契約保証金は必要ありません。） 

※期限内に契約を締結しない場合、契約者の決定は無効とします。 

※契約書に必要な収入印紙は購入者の負担となります。 

 ↓３０日以内 
  

売買代金の納付 
（５ページ参照） 

 

契約締結日の翌日から起算して３０日以内に売買代金の残金（売買代

金と契約保証金との差額分の金額）を納付していただきます。 

市が納入を確認後、物件の引渡しを行います。 

※物件の引渡しは現況のままとします。 

※契約保証金は売買代金の一部に充当します。 

※期限内に売買代金を納付しない場合、契約保証金は返還しません。 

※契約締結時に売買代金を一括で納付される場合は、契約締結の日に

物件を引渡します。 

 ↓ 
  

所有権移転登記 
（５ページ参照） 

 

所有権移転登記は市が行います。 

※登記に必要な登録免許税は購入者の負担となります。 

※個人での購入の場合は住民票が必要となります。 

大牟田市市有財産売払い（常時公募）の流れ 

 



２ 

 

はじめに 

  本市では、保有する財産の内、将来にわたり行政目的に使用する見込みがない物件を常時公募に

より先着順で売却します。 

 

１ 大牟田市市有財産売払い（常時公募）物件一覧 

区分 

番号 
所  在  地 区分 地目 

面 積 

㎡（坪） 

予定価格 

（円） 

物件の 

詳細 

ページ 

6-1 大牟田市鳥塚町 121番 7 土地 宅地 99.89 （30） 2,580,000 P19,20 

6-2 大牟田市松浦町 4番 16 土地 宅地 231.31 （69） 5,550,000 P21,22 

6-3 大牟田市松浦町 10番 1 土地 宅地 522.57 （158） 6,480,000 P23,24 

6-5 
大牟田市大字歴木字平野山 

1807番 45 
土地 宅地 1702.61 （515） 33,000,000 P25,26 

6-6 大牟田市旭町 1丁目 306番 2 土地 
公衆用

道路 
213.56 （64） 4,540,000 P27,28 

 

（注１）先着で受付のため、ご希望の物件が既に申込みされている場合がありますので、事前に大牟田

市公共施設マネジメント推進課にご確認ください。 

（注２）現況有姿での引渡しとなりますので、必ず事前に現況、諸規制及び防災ハザードマップ等を各

自十分ご確認のうえ、お申込みください。現地説明が必要な場合には、大牟田市公共施設マネジ

メント推進課にご連絡ください。 

 

２ 条件 

  売払いに付す主な条件は、次のとおりです。 

①  買受人は、契約の締結の日以後、売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」といいます。）

の事務所及びこれに類するもの（公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他、社会通念上

不適切と認められるものをいう。）の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りなが

ら譲渡し、若しくは貸し付けてはなりません。 

②  買受人は、契約の締結の日から５年間、売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業及びこれらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供され

ることを知りながら譲渡し、若しくは貸し付けてはなりません。 

③  市は、上記①及び②の条件について買受人の履行状況を把握するため、実地に調査し、及

び利用状況等の事実を証する資料等の提出を買受人に対し求めることができるものとしま

す。この場合において、買受人は、実地調査及び資料等の提出を拒んではなりません。 

  

３ 申込者の資格、申込方法及び契約者の決定 

 （１）申込者の資格 

    以下のいずれかに該当する方は申込みできません。 

   ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」といいます。）第１６７条の４

売却済 

売却済 

売却済 
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第１項各号のいずれかに規定する者 

   ② 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、３年を限度とし

て市長が定める期間を経過していないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者 

   ③ 次のいずれかに該当する者（政令第１６７条の４第１項第３号に掲げるものを除きます。） 

    ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」といいます。） 

    イ 暴力団 

    ウ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員であ

る法人 

    エ 暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

    オ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って暴力団又は暴力団員を利用している者 

    カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

    キ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運

営に協力し、又は関与している者 

    ク 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有している者 

    ケ アからクまでに掲げる者の依頼を受けて申込みしようとする者 

     

○地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）より抜粋 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争

入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第

三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに

該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札

に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者についても、また同様とする。 

 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり

職員の職務の執行を妨げたとき。 

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされ

ている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人とし

て使用したとき。 
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○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７

号）より抜粋 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に

又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

 六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三十二条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札

に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 

 一 指定暴力団 

 二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。） 

 三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの 

 四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な

影響力を有する者（前号に該当するものを除く。） 

 （２）共有で申込みする場合の要件 

    共有で申込みする場合は、次のすべての要件を満たさなければなりません。 

   ① 共有者それぞれの権利の持分及び代表者を定めなければなりません。 

   ② 共有者がそれぞれ（１）に定める申込者の資格を有しなければなりません。 

 （３）申込方法 

    常時公募の申込みには、下記の書類を提出してください。（郵送不可） 

    申込みは、先着順により受け付けます。ただし、同一物件について同時に複数の申込みがあ

った場合（申込開始時刻に複数の申込みがあった場合等）には、くじ引きにより申込者を決定

します。 

   ① 提出書類 

    〇常時公募申込書（様式第１号） 

    〇誓約書 

    〇見積書（様式第２号） 

    〇役員一覧表（法人の場合） 

    〇その他  個 人：身分証明書（本籍地の役所で発行しています。） 

          法 人：履歴事項全部証明書 

          外国人：住民票 

    （注１）共有を希望する場合、共有者全員の連名により申込みしてください。このとき共有

者全員に上記誓約書等の書類を提出していただきます。 

    （注２）複数の物件について申し込む場合、物件ごとに申込書が必要になりますが、上記そ

の他の書類は、各１通のみ提出していただきます。 

    （注３）申込みにあたっては、この「常時公募説明書」を十分お読みのうえ申込みしてくだ

さい。 

   ② 申込期間及び時間 

     令和７年３月４日（火）から令和８年１１月２５日（水）まで 

     ※土・日曜日及び祝日等の市の休日は、申込みを受け付けません。 

     午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 



５ 

 

   ③ 申込場所 

     大牟田市 企画総務部 公共施設マネジメント推進課（市役所本庁舎４階） 

     大牟田市有明町２丁目３番地 

     電話番号０９４４（４１）２５５７（直通） 

 （４）契約者（買受人）の決定方法 

   ① 警察署等への照会の後、申込資格を有し、市の予定価格以上の価格で見積りした申込者を

契約の相手方（契約者、買受人）として決定します。 

   ② 契約金額（売買代金）は、見積書に記入された金額とします。 

 

４ 売買契約の締結等 

 （１）売買契約締結の時までに契約金額の１００分の１０以上（１円未満切り上げ）の契約保証金

が必要になります。（売買契約締結時に売買代金を一括納付される場合は除きます。） 

    なお、契約保証金の支払いは、市が発行する納入通知書により支払っていただきます。 

 （２）売買契約の締結は、市が契約の相手方として決定した日の翌日から起算して７日以内（土・

日曜日及び祝日等の市の休日は除きます。）に行います。 

    期限までに契約を締結されない場合、契約者の決定は無効となります。 

 （３）市有財産売買契約書（見本）は、１３頁から１６頁に記載しています。 

 （注１）納付の際に手数料が必要な場合には、買受人に負担していただきます。 

 （注２）契約保証金の分割納付はできません。 

 

５ 売買代金の納付方法 

  売買代金の支払いについては、次の（１）又は（２）のいずれかを選択していただき、市が発行

する納入通知書により支払っていただきます。 

 （１）売買契約の時までに契約保証金を市に納付し、契約締結日の翌日から起算して３０日以内に

売買代金の残金（売買代金と契約保証金との差額分の金額）を納付していただきます。市は、

売買代金の残金が納付されたことを確認したとき、契約保証金を売買代金の一部に充当します。 

    なお、売買代金を納付期限内に支払われない場合、売買契約は解除となり、契約保証金は市

に帰属します。 

 （２）売買契約締結の時までに、売買代金全額を一括で市に納付していただきます。 

 （注１）金融機関などで売買代金を借入予定の方は、申込前に金融機関と十分相談し、申込みして

ください。（金融機関などを利用される場合、資金調達までに時間を要することがあります。） 

 （注２）納付の際に手数料が必要な場合には、買受人に負担していただきます。 

 （注３）売買代金の分割納付はできません。 

 

６ 所有権の移転、売払物件の引渡し 

  （１）売買代金が全額納付され、市が納付を確認したときに所有権の移転があったものとし、売払

物件を引き渡します。 

 （２）所有権の移転登記は、売払物件の引渡し後、市が直接行います。 

 （３）売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税、住民票（個人で購入

の場合）等、契約の締結及び履行に必要な一切の費用は、買受人に負担していただきます。 

 

７ その他 

 （１）当該売払いに関する買受人の個人又は法人の区別、住所の市内又は市外の区別及び契約金額

は公開しますので、あらかじめご了承ください。 

 （２）現地説明が必要な方には随時行いますので、大牟田市公共施設マネジメント推進課へご連絡



６ 

 

ください。 

 

※ 物件の引渡しは現況有姿となります。必ず事前に現地、諸規制及び防災ハザードマップ等を確認

しておいてください。 
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様式第１号（第４条関係） 

常 時 公 募 申 込 書 

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

大 牟 田 市 長 殿 

 

 

 

          申込人  住 所 福岡県大牟田市不知火町△丁目△番地  

 

               ふりがな  しらぬひ   はなこ     

               氏 名 不知火 花子             

                （電話番号□□□□－□□－□□□□ ） 

     

 

 

下記市有財産の常時公募に応募したいので、公募による市有財産売払い要領に記載された

事項を確認の上、申し込みます。 

 

 

記 

 

区分番号 所    在    地 区 分 地積又は床面積 

６－○○ 大牟田市○○町○○番○ □□ ○○○．○○㎡ 

 

 

 

 

 

     （注）１ 区分の欄には、土地又は建物の別を記入してください。 

２ 個人の場合は、身分証明書を添付してください。 

           ３ 外国人の場合は、住民票を添付してください。 

           ４ 法人の場合は、履歴事項全部証明書を添付してください。 

           ５ 申込みに際しての申込者資格の審査に当たっては、警察署等へ照会を行いま

す。 

           ６ 契約決定者との契約において、議会の議決を要する契約となる場合には、契

約物件及び契約決定者に係る情報を議会に提出します。 

記 入 例 

申し込みする日を記入してください。 

土地・建物の区分を記入してください。 

記入 



８ 

 

令和○○年○○月○○日 

 

大 牟 田 市 長 殿 

 

      申込者   住  所 福岡県大牟田市不知火町△丁目△番地 

 

   氏  名   不知火 花子              

 

誓      約      書 

 

 今般、大牟田市の市有財産売払い（常時公募）の申込みに当たって、下記事項について、誓約のうえ、

申込み、契約などに係る諸規定を厳守し、申込みします。もし、これらに違反するようなことが生じた場

合には、当該事実に関し貴市が行う一切の措置について一切異議、苦情の申し立てを行いません。 

また、申込者資格の確認のため、貴市が警察等に照会することについて承諾します。 

 

記 

 

１．私は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」といいます。）第１６７条の４第

１項各号のいずれかに該当する者ではありません。 

２．私は、政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、３年を限度として市

長が定める期間を経過していないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人

として使用する者ではありません。 

３．私は、次のいずれかに該当する者ではありません。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」といいます。） 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

といいます。） 

（３）法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である法人 

（４）暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

（５）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団

又暴力団員を利用している者 

（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（７）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力

し、又は関与している者 

（８）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有している者 

（９）当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（注）の用に供しようとする者 

（10）（１）から（９）までに掲げる者の依頼を受けて常時公募の申込みをしようとする者 

４．私は、次に掲げる不当な行為は行いません。 

（１）契約者として決定された後、契約を締結しないこと。 

（２）契約の履行をしないこと。 

（３）契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。 

（４）社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。 

（５）天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。 

５．私は、貴市の市有財産売払い（常時公募）に係る「常時公募説明書」、「市有財産売買契約書」の各

条項を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ申込みしますので、後日これらの事柄について貴市に

対し一切異議、苦情などは申し立てません。 

注）「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他、社会通念上不適切と認め

られるものをいいます。 

※ 法令については、裏面をご覧ください。 

申し込みする日を記入してください。 

記 入 例 

（表面） 



９ 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）より抜粋 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条

第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、また同様とする。 

 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 

 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。 

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７号）より抜

粋 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習

的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

 六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三十二条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加さ

せないようにするための措置を講ずるものとする。 

一 指定暴力団員 

二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。） 

三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの 

四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を

有する者（前号に該当するものを除く。） 

 

 

 



１０ 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

見   積   書 

 

 

金 額 

十億 億 

 

¥ 

千万 

 

○ 

百万 

 

○ 

十万 

 

○ 

万 

 

○ 

千 

 

○ 

百 

 

○ 

十 

 

○ 

円 

 

○ 

 （金額の記入は、算用数字を使用し、最初の数字の前に¥を付けてください。） 

 

   ただし、下記の物件の買受け代金として 

 

所    在    地 区 分 地積又は床面積 

大牟田市○○町○番○ □□ 
㎡ 

○○○．○○ 

 

 上記のとおり見積りします。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

 

 

        応 募 者 住 所 福岡県大牟田市不知火町△丁目△番地 

 

                    

              氏 名 不知火 花子            

 

 

 

 

 

 

大 牟 田 市 長 殿 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 例 

見積金額は、算用数字で消費税抜

きの金額を記入してください。 

土地・建物の区別を記入して

ください。 

申込みする日を記入してください。 



１１ 

 

 

 

 

 

役 員 一 覧 表 

 

令和○○年○○月○○日 

大牟田市長 殿 

 

（届出者） 主たる事務所 

の所在地   福岡県大牟田市有明町〇丁目〇番地 

法人(団体)名 大牟田株式会社         

代表者名   代表取締役 大牟田 太郎    

 

 

当法人（団体）は、下記の役員名簿に相違ないことを誓約するとともに、当法人（団体）及びこの名簿

に記載した者について、大牟田市市有財産売払い(常時公募)に係る応募資格の確認のため、暴力団又はそ

の構成員との関係の存在に関し、貴市が大牟田警察署に照会することを承諾します。 

 

記 

 

役 職 
ふりがな 

性 別 生 年 月 日 住  所 
氏 名 

代表者 

取締役 

おおむた たろう 

男・女 
昭和○○.○○.○○ 福岡県大牟田市○○町○番地 大牟田 太郎 

取締役 

おおむた じろう 

男・女 

昭和△△.△△.△△ 福岡県大牟田市△△町△番地 大牟田 次郎 

取締役 

おおむた さぶろう 

男・女 

昭和□□.□□.□□ 福岡県大牟田市□□町□番地 大牟田 三郎 

監査役 

おおむた ももこ 

男・女 

平成●●.●●.●● 福岡県大牟田市●●町●番地 大牟田 桃子 

 

 

男・女 

   .  .     

 

 
男・女 

   .  .     

備考１ この書面に記載された個人情報については、大牟田市個人情報保護条例（平成１４年１

２月２７日条例第２２号）の規定により、上記以外の目的には使用しません。 

２ 記入要領は裏面を参照し、記載してください。  

記 入 例 
（法人） 

（表面） 

 

申し込みする日を記入してください。 



１２ 

 

 

 

記 入 要 領 

 

 

１ この書面には、次に該当する者を記載すること。 

（１）株式会社については、取締役（代表取締役を含む。）及び執行役（代表執行役を含む。） 

（２）合名会社又は合同会社については、社員 

（３）合資会社については、無限責任社員 

（４）社団法人又は財団法人については、理事（代表理事を含む。） 

（５）（１）から（４）までに掲げる法人以外の法人については、（１）から（４）までに掲げる役

職に相当する地位にある者 

（６）法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関

与することとされる者 

（７）次に該当する場合は、（１）から（６）に掲げる者のほか、次の者 

   ア 支配人を置く場合は、支配人 

   イ 支店長、営業所長その他の者に契約事務を委任する場合は、支店長、営業所長その他の

者 

２ 氏名は、戸籍に記載されている氏名を楷書で記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 



１３ 

 

市 有 財 産 売 買 契 約 書（見本） 

 

 売払人 大牟田市（以下「甲」という。）と買受人（契約者氏名）（以下「乙」という。）とは、次の

条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、乙に対して末尾記載の物件（以下「売買物件」という。）を現状有姿のまま売り渡し、

乙は、これを買い受ける。 

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金（契約金額）円とする。 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約の締結の時までに、契約保証金として金（契約金額の１割以上）円を甲に納付

しなければならない。ただし、乙が前条の売買代金を一括して納付する時は、契約保証金を免除と

する。 

２ 前項の契約保証金は、乙が前条の売買代金から、契約保証金の額を控除した額を納入したことを

甲が確認したときに、前条の売買代金の一部に充てるものとする。この場合において、契約保証金

には利子を付けない。 

３ 甲は、乙が次条に規定する義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲に帰属させるもの

とする。 

４ 第１項の契約保証金は、第１７条に規定する損害賠償金の予定又はその一部とは解しないものと

する。 

 

（売買代金の納入方法） 

第５条 乙は、第３条の売買代金から契約保証金の額を控除した額（以下「納入代金」という。）を、

甲の指定する方法により令和  年  月  日（本契約締結日の翌日から起算して３０日）（以

下「納期限」という。）までに甲に納付しなければならない。ただし、乙が第３条の売買代金を一括

して甲に納付する時は、甲の指定する方法により本契約締結と同時に、甲に納付しなければならな

い。 

２ 甲は、乙が前項に規定する義務を履行したとき、契約保証金を売買代金の一部に充てるものとし、

売買代金を全額納入したものとする。 

 

（遅延損害金） 

第６条 乙は、その責めに帰すべき理由により、納期限を過ぎて納入代金を納付するときは、納期限

の日の翌日から納入日までの日数に応じ納入代金につき年２．５パーセントで計算した額（１円未

満切捨て）の遅延損害金を、甲が指定する日までに甲に納付しなければならない。 

（所有権の移転及び売買物件の引渡し） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の全額を甲に納入し、甲が納入を確認したときに乙に移

転し、甲は、売買物件の所有権が乙に移転したときに、売買物件を乙に引き渡したものとする。 

 

収 入 

 

印 紙 



１４ 

 

（登記の嘱託） 

第８条 乙は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときは、速やかに売買物件の所有

権移転等に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の書類が提出されたときは、速やかに法務局に対し売買物件の所有権移転の登記を嘱

託する。 

 

（禁止用途） 

第９条 乙は、本契約を締結した日（以下「本契約締結日」という。）以後、売買物件を暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事

務所その他これに類するものの用に供し、又はこの用に供されることを知りながら譲渡し、若しく

は貸し付けてはならない。 

２ 乙は、本契約締結日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこの用に供されることを知りながら譲渡し、

若しくは貸し付けてはならない。 

 

（実地調査等） 

第１０条 甲は、売買物件の利用状況を確認するため、随時に実地調査を行い、甲が必要と認めると

きは、乙に対し利用状況等の事実を証する資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由がなく前項に規定する実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は資料の提

出を遅延し、若しくは拒んではならない。 

 

（危険負担） 

第１１条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、天災地変その他甲の責め

に帰すことができない事由により売買物件が滅失し、又損傷したときは、甲に対し、売買物件の修

補又は売買代金の減免を請求することができない。 

 

（契約不適合責任） 

第１２条 乙は、本契約を締結した後において、売買物件に種類、品質、数量に関して本契約に適合

しない状態があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をす

ることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に定める

消費者に該当する場合は、第７条に規定する引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出る

ことができるものとし、甲は協議に応じるものとする。 

 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙の責めに帰すべき事由によるもので

あると否とにかかわらず、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合におい

て、乙に損害が生じても甲は賠償の責めを負わない。 

 (1) 本契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 虚偽又は不正な行為により売買物件を譲り受けたことが明らかとなったとき。 

 (3) 関係法令及び契約条項に違反したとき。 

 

（返還金等） 

第１４条 甲は、前条に規定する解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。この

場合において、返還する売買代金には、利子を付けない。 



１５ 

 

２ 甲は、前条に規定する解除権を行使したときは、乙が負担した本契約の費用及び乙が売買物件の

ために支出した経費、有益費その他一切の費用は返還しない。 

 

（乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１３条に規定する解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物

件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適

当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を返還するときは、売買物件の使用料相当額として売買物件

の所有権移転の日から売買物件を返還する日までの日数に応じ、売買代金に年５．０パーセント

を乗じて得た額（１円未満切捨て）を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は損傷しているときは、契約解除

時の時価により減損額に相当する額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事

由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する額を甲に支払わなければならない。 

４ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、売買物件

の返還に係る所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

 

（違約金） 

第１６条 乙は、次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該各号に定める額を違約金として甲に

対し支払わなければならない。 

 (1) 第９条に規定する義務に違反した場合並びに第１３条第２号に該当した場合 売買代金の３

割に相当する額（１円未満切捨て） 

 (2) 前号に規定する場合以外の契約に定める義務に違反した場合 売買代金の１割に相当する額

（１円未満切捨て） 

２ 前項の違約金は、次条に規定する損害賠償金の予定又はその一部とは解しない。 

 

（損害賠償） 

第１７条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲又は第三者に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければならない。 

 

（返還金の相殺） 

第１８条 甲は、第１４条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１５条第２

項に規定する使用料相当額、同条第３項に規定する減損額に相当する額、第１６条第１項に規定す

る違約金及び前条に規定する損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の

全部又は一部と相殺する。 

 

（契約の費用） 

第１９条 本契約の締結及び履行等に関し必要な一切の費用（第８条第２項の規定による所有権移転

の登記に係る登録免許税その他の費用を含む。）は、すべて乙の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第２０条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約に定める事項につ

いて疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。 

 

（裁判管轄） 

第２１条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄する裁判所とする。 



１６ 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

             甲 売払人 大牟田市有明町２丁目３番地 

                   大  牟  田  市 

                  （代表者）市長 関  好 孝 

 

             乙 買受人 （契約者住所）  

（契約者氏名)     印 

 

 

物件の表示（土地） 

所     在     地 地  目 地   積 

大牟田市              番  ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７ 

 

（用語の解説） 

 

〇用途地域 

  都市計画において建築物の用途や大きさなどを定める土地利用規制のことです。建物を建てる場

合にお互いに守るべきルールを決め、生活環境を守り、商工業の利便の増進を図り、有効に土地利

用しようとするものが用途地域制度です。 

 

〇容積率 

  容積率は、延べ面積の敷地面積に対する割合です。 

  ● 延べ面積：建物の各階の床面積の合計 

  ● 前面道路の幅員が１２ｍ未満の場合には、その道路の幅員に応じて容積率が制限されます。 

 

                                     延べ面積（㎡） 

                    容積率（％） ＝          ×  １００ 

                                     敷地面積（㎡） 

 

〇建ぺい率 

  建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合です。 

  ● 建築面積：建物の外壁または柱の中心線で囲まれる部分の水平投影面積 

                                       建築面積（㎡） 

                    建ぺい率（％） ＝          ×  １００ 

                                       敷地面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 


